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武庫川流域委員会 松本 誠 委員長 

委員 村岡浩爾 

 

論点「環境」に関し、次の２点の意見を述べますので、よろしくお取りはからい願います。 

１ 「天然アユが遡上する川づくり」について 

２ 「健全な水循環の確保」について 
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１ 「天然アユが遡上する川づくり」について 

〔修文〕原案 p.60 （３）天然アユが遡上する川づくり の文を以下のように修文する。 

アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位置づけて、河川整備や環境改善に取り組む。

このため、現在、アユの現存量分布、産卵場、天然アユの遡上、仔アユの降下等の生息実態調

査を実施しており、いる。今後、潮止堰の撤去を前提としてより効果的な調査の実施を視野に

入れ、調査のその結果を踏まえて、移動の連続性や、産卵場および稚魚期の生息場所の確保等

の必要な対策を検討し、関係機関や地域住民の参画と協働のもと、その実施可能なものからに

取り組んでいく。 

（理由）潮止堰の可及的早期実施を踏まえて、堰の一時転倒によるリスク発生に配慮し、一時

転倒の効果を視野に入れた有効なアユ調査を行うことは関係者全員の願いである。 

 

 

２「健全な水循環の確保」について 

〔修文〕原案 p.54 の（１）（２）のあとに、以下の（３）を追加する。 

（３）流域の水循環機構の解明 

 健全な水循環の確保のための保全事業を含む将来の治水・利水・環境の総合的な計画のため、 

流域の水循環機構の解明を行う。 

〔理由〕 

 健全な水循環の確保のために、保水・貯留機能の保全や地下水かん養の保全を否定するもの

でない。しかし、将来の治水・利水・環境の総合計画には現在の流域の水循環機構が基本的に

把握されていなければならないが、「原案」にはその作業が欠如している。すなわち 

１）原案 p.27、（３）水循環 においては、流域全体とした水循環の視点ではなく、局所的な

川をめぐる水の循環について記述されているに過ぎない。 

２）原案 p.39 ３ 健全な水循環の確保 においては、流域が本来有している循環構造の把握

なしに保水・貯留機能や地下水かん養機能の保全を行うと書かれており、これだけをもって目

標とすることはできない。 

３）原案 p.54 ３ 健全な水循環の確保 においては、武庫川流域の水循環の把握する実績や

資料のないまま、保全事業のみを実施するという記述になっている。 

 なお、筆者はこの「流域の水循環機構の解明」を河川整備計画の実施期間で早い段階で行う

ことに反対する理由はなく、早期に実施すべきものと考えている。 

 また、流域の水循環は「大気圏水循環」「陸域水循環」で構成されており、陸域水循環は土壌
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圏、地盤圏、および地下水（不圧、被圧）圏の関係する圏域で、河川水と地下水の貯留・交流

を表す現象と捉えることができる。また生物の生存環境はこの現象のもとで基本的に形成され

る。従って、水循環機構（水循環システム）と流出機構（流出システム）とは基本的に異なる

意義を持っているので、流域の水循環は治水計画における流出解析や流出モデルを包含する概

念と考えられる。 
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2010-08-01 村岡 

松本 誠 委員長 

 

正常流量に関して以下に意見を述べますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

参考にした県資料：「武庫川水系河川整備基本方針・利水に関する資料、平成 21 年 3 月」 

 

１ 区間分割について 

〔修文〕（修文の必要なし） 

〔意見〕潮止堰の撤去に伴い、感潮域と区間①の設定を見直す必要がある。 

 

２ 維持流量（（１）「動植物の生息地又は生育地の状況」および「漁業」からの必

要流量 について 

〔修文〕（修文の必要なし） 

〔意見〕代表地点として生瀬橋、対象漁種としてアユ、季節としてアユの産卵期(10／１～11

／30)を考える。県資料：表５．４より アユの 

 ・産卵箇所の流速：U＝６０cm／ｓ  ・産卵箇所の水深：H＝３０cm／ｓ 

また 表５．５より  

・ 必要流量：Q＝１．１６８m3／ｓ 

計算上の川幅（長方形断面）を B とすると Q＝B・H・U であるから結果として 

・ B＝６．４９ｍ（約６．５ｍ） 

と逆算できる。B は、本来、初期条件として決められるものである。 

 

現実の河川のイメージ図より川幅は B０となろうが、B や B０がどのように決められたのか不明

であり、この場合、それがアユの生息地として適正な水理条件であることの分かり易い記述が

必要である。 

 

３ 維持流量の適正化について 

〔修文〕（原案）p.54、第２節、１正常流量の確保 の（１）流水利用の適正化 （２）適正な

水利用 のあとに以下を追記する。 

（３）維持流量の適正化 

 動植物の生活環境、景観、流水の清潔の保持に関わる数値的検討を深め、適せ印愛児流量の

9



確保につとめる。 

〔理由〕 

（１）では「慣行水利権」のことが、（２）では「渇水リスク」のことが書かれているが、「維

持流量」のことも書くべきである。正常流量の概念の中で、維持流量のしめるウエイトは大き

いし、これまでも多くの話題があった。 

 

以 上 
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